
第５章 審議会等の活動状況 

 

第１節 金融審議会 

 

Ⅰ 金融審議会の構成（別紙１～２参照） 

 

Ⅱ 2020 事務年度の開催実績 

 

１．総会・金融分科会合同会合 

（１）第 44 回総会・第 32 回金融分科会合同会合（2020 年９月 11 日開催）

（別紙３参照） 

（２）第 45 回総会・第 33 回金融分科会合同会合（2021 年２月８日開催）

（別紙４参照） 

（３）第 46 回総会・第 34 回金融分科会合同会合（2021 年６月 25 日開催）

（別紙５参照） 

 

２．ワーキング・グループ等 

（１）市場ワーキング・グループ 

開催実績：2020 年７月以降、２回にわたり、開催。 

メンバー：（別紙６参照） 

報告書： 

・「市場ワーキング・グループ報告書－顧客本位の業務運営の進

展に向けて－」（2020 年８月５日公表）（別紙７参照） 

 

（２）銀行制度等ワーキング・グループ 

開催実績：2020 年９月以降、７回にわたり、開催。 

メンバー：（別紙８参照） 

報告書： 

 ・「銀行制度等ワーキング・グループ報告－経済を力強く支える

金融機能の確立に向けて－」（2020 年 12 月 22 日公表） 

（別紙９参照） 

 

（３）市場制度ワーキング・グループ 

開催実績：2020 年 10 月以降、11 回にわたり、開催。 

メンバー：（別紙 10 参照） 

報告書： 

・「市場制度ワーキング・グループ第一次報告－世界に開かれた

国際金融センターの実現に向けて－」（2020 年 12 月 23 日公

表）（別紙 11 参照） 

・「市場制度ワーキング・グループ第二次報告－コロナ後を見据
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えた魅力ある資本市場の構築に向けて－」（2021 年６月 18 日

公表）（別紙 12 参照） 

 

（４）最良執行のあり方等に関するタスクフォース 

開催実績：2020 年 12 月以降、４回にわたり、開催。 

メンバー：（別紙 13 参照） 

報告書： 

・「最良執行のあり方等に関するタスクフォース報告書」（2021

年６月２日公表） 

（別紙 14 参照） 
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第２節 自動車損害賠償責任保険審議会（別紙１～２参照） 

 

 

-135-



-136-



 

 

令和３年１月 18 日 

金融庁 

 

第 142 回・第 143 回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について 
 

 

１．令和３年１月 13 日午前 10 時 00 分から第 142 回自動車損害賠償責任保険審議会、本日 16

時 00 分から第 143 回自動車損害賠償責任保険審議会、それぞれが開催されました。 

 

２．第 142 回自動車損害賠償責任保険審議会においては、令和２年度料率検証結果の報告が行

われました。報告された損害率（※１）は次のとおりです。 

（単位：％）  

契約年度 令和２年度 令和３年度 

前回（令和２年４月） 

 改定時予定損害率 
118.3 

令和２年度検証結果 

による損害率 
110.3 110.2 

（※１）損害率＝（支払保険金／収入純保険料）×100 

 

審議の結果、今後の料率のあり方については、次の３点を踏まえて、令和３年度より、自賠

責保険の収入と支出が見合う料率水準とすることが適当であるとの方向性が示されました。 

・保険収支の状況を見た場合、交通事故の減少等により、損害率については 110%程度と、前回

の基準料率改定時の想定以上の黒字となっていること 

・保険契約者への還元に活用される滞留資金の残高は、増加傾向にあること 

・新型コロナの影響により、今年度上半期において事故が減少し、その分滞留資金が増加した

こと 

 

３．第 143 回自動車損害賠償責任保険審議会においては、前回審議会で示された方向性に沿っ

て、損害保険料率算出機構から届出のあった新たな基準料率に関して諮問が行われました。 

審議の結果、新たな基準料率を本年４月１日より適用することなどについて了承されました。 

 

４．新たな基準料率は、全車種等の平均で 6.7%の引下げ（現行基準料率比）となります。 

例えば、自家用乗用自動車２年契約の保険料（※２）は、20,010 円となります。（現行基準料

率の同契約の保険料は 21,550 円で、現行基準料率比で 7.1%の引下げとなります） 

（※２）離島以外の地域（沖縄県を除く） 

 

（参考）諮問に対しての答申、議事要旨、及び議事録については後日公表します。 

 

 

お問い合わせ先 

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 

監督局保険課(内線 3859、2657) 

（別紙２） 
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第３節 企業会計審議会 

 

   Ⅰ 企業会計審議会の構成 

 

企業会計審議会（会長：徳賀芳弘 京都先端科学大学理事・経済経営学部長）は、

会計を巡る事項、監査基準の設定、その他企業会計制度の整備改善について調査審

議などを行うこととされており、その下に、会計部会、監査部会、内部統制部会の

各部会が設置されている。（別紙１参照） 

 

Ⅱ 2020事務年度の審議状況 

 

１． 第48回監査部会（2020年９月29日開催） 

第48回監査部会以後に開催した企業会計審議会は、新型コロナウイルス感染症

を踏まえ、オンライン会議での開催となった。有価証券報告書等における財務諸

表以外の情報である「その他の記載内容」に係る監査人の手続の明確化や、リス

ク・アプローチの強化を内容とした監査基準の改訂等について、2020年３月に公

表した監査基準及び中間監査基準の公開草案を踏まえ、審議し、監査部会として

改訂案をとりまとめた。 

 

２． 企業会計審議会・第７回会計部会（2020年11月６日開催） 

第48回監査部会でとりまとめられた改訂案を踏まえ、「その他の記載内容」に

係る監査人の手続きの明確化及びリスク・アプローチの強化を内容とする監査基

準等の改訂を行った。 

また、2020年９月に最終化された国際的な品質管理に関する基準の改訂等を踏

まえ、我が国における監査に関する品質管理について、監査部会で審議すること

が了承された。 

さらに、会計を巡る動向について、金融庁、企業会計基準委員会及び財務会計

基準機構から最近の取組み状況等の報告があり、①ＩＦＲＳ任意適用企業の拡大

促進、②国際的な意見発信の強化、③日本基準の高品質化、④国際的な会計人材

の育成の４つの課題について議論を行った。 

 

３． 第49回監査部会（2021年２月４日開催） 

  国際的な品質管理に関する基準の改訂を踏まえ、我が国における監査に関する

品質管理の課題等について審議を行った。 

 

４． 第50回監査部会（2021年３月22日開催） 

監査に関する品質管理の実務上の課題等を把握するため、監査法人及び日本公

認会計士協会から説明を受け、これらを踏まえ、我が国の監査に関する品質管理

について、審議を行った。 
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５． 第51回監査部会（2021年４月26日開催） 

 「監査に関する品質管理基準」の改訂について、国際的な品質管理に関する基

準や我が国の監査を取り巻く状況を踏まえ、リスク・アプローチに基づく品質管

理システムの導入について、審議を行った。 

     

６． 第52回監査部会（2021年６月16日開催） 

これまで議論されたリスク・アプローチに基づく品質管理システムの導入につ

いて、「監査に関する品質管理基準」の公開草案を取りまとめ、公表し、広く一般

に意見募集を行うことが了承された。 

これを踏まえ、2021 年６月 30 日に監査に関する品質管理基準の改訂に関する

公開草案を公表した。 
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企 業 会 計 審 議 会 の 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総  会 

監 査 部 会 会 計 部 会 内部統制部会 

（別紙１） 
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第４節 金融トラブル連絡調整協議会 

 

Ⅰ 経緯 

 

金融トラブル連絡調整協議会（座長：神作裕之 東京大学大学院法学政治学研究科

教授）は、金融審議会答申（2000年６月）を踏まえ、業態の枠を超えた情報・意見

交換等を行い、金融分野における裁判外紛争処理制度の改善につなげることを目的

として、消費者団体、学識経験者、業界団体・自主規制機関、関係行政機関等の参

加により、同年９月より開催しているものである。（別紙１参照） 

 

Ⅱ 議論の状況 

 

     2000年９月７日の第１回会合以降、これまで60回の協議会を開催してきた。 

   

      第59回金融トラブル連絡調整協議会 

     2021年１月７日、第59回金融トラブル連絡調整協議会が開催された。同協議

会では、指定紛争解決機関の業務実施状況（令和２年度上半期）及び「相談・苦

情等への的確な対応・手続に向けた取組」等について報告・意見交換等を行った。 

 

第60回金融トラブル連絡調整協議会 

     2021 年６月11日、第60回金融トラブル連絡調整協議会が開催された。同協

議会では、指定紛争解決機関の業務実施状況（令和２年度）及び「迅速・円滑な

紛争解決手続の提供に向けた取組・工夫」等について報告・意見交換等を行った。

（別紙２、３参照） 
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